
建築住宅局建築課部長（建築担当)　山根 正利 

件 名

契 約 の 相 手 方

根 拠 法 令

随意契約の理由

相手方の連絡先
（　e-mail　）

担 当 部 署
（ 問 合 せ 先 ）

建築住宅局建築課・設備課 （電話番号 078-595-6593 ）

　本業務は、令和６年２月16日に完了した「布引中学校他１校大規模改修工事設計業務」の見直
し業務である。
　発注前の図面及び設計図書に対する修正、改修内容変更に伴う修正業務であり、当初設計業務
と同一設計範囲・箇所であるため、当初契約先以外の事業者が受注した場合、業務の責任の所在
が不明瞭となる。
　したがって、円滑に業務を遂行する上で、本業務を上記の契約先に履行させることは必要不可
欠である。

株式会社和光設計
info@wakou-ao.jp

株式会社　和光設計
代表取締役　筒井　透

地方自治法施行令第167条の２第１項第２号に該当

随意契約理由書

布引中学校大規模改修工事修正設計業務

mailto:info@wakou-ao.jp

